
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

  

 

 

 

 

要事前予約 

司法書士・宅地建物取引士・土地家屋調査士 

安城市建設部建築課建築指導係 
〒446-8501安城市桜町 18番 23号 

 電 話：0566-71-2241   FAX：0566-77-0010 

申込方法 

同封の申込用紙で令和５年１０月１３日（金）までに、 

市の窓口へ持参、郵送（必着）、ＦＡＸ又は 

右側のＱＲコードにて申込み 

問い合わせ・郵送・FAX宛先 

相続 
相続でモメている 管理が難しい 売買・賃貸 

相談会に参加する専門家 

 

 

会 場 
へきしんギャラクシープラザ（文化センター） 

３階 大会議室 

日 時 令和５年１１月１１日（土）９時３０分から１５時３０分 

※1組 30分程度となります 

不動産・空き家無料相談会 

※当日は建物の登記簿、名寄帳、課税明細書、相続関係書類、写真等、ご用意できるものがあればお持ちください 

 

不動産や空き家の悩みごとを一人で抱え込んでいませんか？ 

悩みごとに各分野の専門家がお答えします。 

市内に不動産、空き家（空き家となる可能性のある家屋）を

含む）を所有している方 

（定員３６名） 

 

 

 対象者 

 無料！ 

など 

 相談内容 

不動産や空き家の売買、相続、遺言、成年後見及び家族信

託等に関すること（※） 
（※本人の判断能力が十分でない場合に、本人の権利を守る方

を選任し、支援する制度） 

 

 


